
介護予防ポイント事業の活動により貯まったポイントの換金方法につい
て、指定口座への振り込みだけでなく、希望する寄附団体への寄附が選択
できます。
寄附を申請された場合には、ご指定の金額を大阪市から寄附団体へ直接

振り込みます。

寄附団体及び寄附先

寄附団体 寄附先 活用内容

大阪市

福祉関係
（全般）

障がいのある方や高齢者が自分らしく安心して
暮らし続けることができるよう、暮らしの場や
活動の場となる環境の整備のための施策に活用
します。

福祉関係
（障がい者スポーツの振興）

障がい者スポーツの普及に活用します。

社会福祉
法人
大阪市
社会福祉
協議会

善意銀行 地域福祉の推進に係る事業に活用します。

大阪市ボランティア・
市民活動積立金

福祉ボランティア活動を行う団体を育成・支援
するための助成金に活用します。

※申請方法については、裏面をご覧ください

大阪市が指定した次の寄附団体の中から寄附先を選択できます。

＜寄附手続きの流れ＞

交付金交付申請書
（寄附申込用）を

提出
審査

大阪市から
寄附団体へ

ご指定の金額を
入金

介護予防ポイントで

“寄附”ができます！

※６ポイント（600円）から寄附が可能

交付決定
の通知



お問合せ
（寄附申請書提出先）

寄附を希望される場合の申請手続き

＜注意事項＞

寄附を希望される場合には、『介護支援活動等及び生活支援活動交付金交付申請書（寄附申込用）』
に必要事項をご記入のうえ、大阪市社会福祉協議会までご提出ください。
なお、寄附申込の受付期間は毎年12月の１か月間（12月31日当日消印有効） です。

● 交付申請書の記載方法

保有ポイントのうち、
寄附を希望する金額を
ご記入ください。

個人情報を寄附先に通知
する旨の同意欄に をして
ください。

右上の申請日、申請者住所、
申請者氏名をご記入くださ
い。

大阪市社会福祉協議会 介護予防ポイント事業担当

大阪市天王寺区東高津町12-10 大阪市立社会福祉センター内所在地

電 話 06-6765-5610 FAX 06-6765-3512

フリガナ、被保険者氏名、
電話番号、介護保険被保険
者番号をご記入ください。

希望する寄附先（寄附団体）

に をしてください。

・寄附申込の受付期間は毎年12月の１か月間（12月31日当日消印有効）となっておりますので、
 ご希望される場合は、期日までにご申請をお願いします。

・従来の指定口座への入金を希望される場合には、別の様式（第７号）をご提出いただく必要
 がありますので、お間違いないようご注意ください。

・社会福祉法人大阪市社会福祉協議会への寄附を選択された場合、寄附先の広報誌等に【介護
予防ポイント事業活動者有志〇〇円】との形で掲載させていただくことがあります。

<事業所管> 大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課

大阪市から
寄附先への振り込みは
翌年の１月以降となります。
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